
�愛媛県規則第１４号
愛媛県健康増進センター使用規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県健康増進センター使用規則の一部を改正する規

則

愛媛県健康増進センター使用規則（昭和５０年愛媛県規則第

５３号）の一部を次のように改正する。

第２条を削り、第３条の見出し中「許可申請等」を「許可

」に改め、同条第１項中「センターにおいて健康度測定診断

を受けようとする者は予約の申込みを行つたうえ健康度測定

診断受診申込書（様式第１号。以下「受診申込書」という。

）を、」及び「のプール、トレーニング施設又は室」を削り

、「使用許可申請書（様式第２号）」を「、使用日の２月前

から２日前までに愛媛県健康増進センター使用許可申請書（

様式第１号。以下「使用許可申請書」という。）」に改め、

同条第２項を次のように改める。

２ 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、

使用が適当であると認めるときは、使用の許可を決定し、

当該申請をした者に対し、愛媛県健康増進センター使用許

可書（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付する

ものとする。この場合において、センターの使用に関し、

管理運営上又は公益上必要があると認めるときは、許可に

条件を付することがある。

第３条に次の１項を加え、同条を第２条とする。

３ 知事は、第１項に定める期間外に使用許可申請書の提出

があつた場合であつても、特に理由があると認めるときは

、同項の使用の許可をすることがある。

第２条の次に次の１条を加える。

（許可の基準）

第３条 知事はセンターを使用しようとする者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、前条第１項の使用を

許可しないものとする。センターの管理運営上やむを得な

い理由があるときも、同様とする。
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� センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

� センターの施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷す

るおそれがあるとき。

� 主として営利を目的として使用するとき。

第４条を削り、第５条を第４条とし、同条の次に次の１条

を加える。

（使用の許可の変更）

第５条 第２条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、使用日時その他知事が定める事項を変

更しようとするときは、あらかじめ愛媛県健康増進センタ

ー使用変更許可申請書（様式第３号）に許可書を添えて知

事に提出し、その許可を受けなければならない。

第６条中「別表第１のとおり」を「午前９時から午後５時

まで」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認

めるときは、前項の使用時間を変更することがある。

第７条第１項中「の各号」を削り、同項第１号を次のよう

に改める。

� 日曜日

第７条第１項第３号を次のように改める。

� １月１日から３日まで及び１２月２９日から３１日まで（前

２号に掲げる日を除く。）

第７条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認

めるときは、休所日にセンターを使用させることがある。

第８条中「知事は、」の下に「使用者が」を加え、「一」

を「いずれか」に改め、「ときは、」の下に「その使用の」

を加え、同条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき

。

第９条の見出し中「及び手数料」を削り、同条中「愛媛県

健康増進センターにおける使用料及び手数料徴収条例」を「

愛媛県健康増進センター使用料条例」に、「第２条第１項」

を「第２条」に、「別表第２」を「、別表」に改め、「し、

同条第２項に規定する手数料の額は別表第３のとおりと」を

削る。

第１０条及び第１１条を次のように改める。

（使用料の還付）

第１０条 条例第５条第２号に規定する規則で定める日は、使

用日の７日前の日とする。

第１１条 条例第５条ただし書の規定により、知事は、次の各

号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を還付す

る。

� 条例第５条第１号に該当する場合 使用料の全額

� 条例第５条第２号に該当する場合 使用料の５０パーセ

ントに相当する額

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、

愛媛県健康増進センター使用料還付申請書（様式第４号）

を知事に提出しなければならない。

第１２条の見出しを「（損害賠償等）」に改め、同条第１項

中「センターを使用する者は、自己の責」を「自己の責め」

に、「事由によつて」を「理由により」に、「き損した場合

は、」を「損傷した者は、原状回復をし、又は」に改める。

別表第２及び別表第３を削り、別表第１を次のように改め

る。

別表（第９条関係）

施設の使用料

使 用 料

区 分 午 前 午 後 全 日

９：００～１２：００１３：００～１７：００９：００～１７：００

トレーニング室 ３，０００円 ３，０００円 ６，０００円

第１研修室から １，０００円 １，０００円 ２，０００円

第３研修室まで

会議室 ５００円 ５００円 １，０００円

様式第１号から様式第４号までを次のように改め、様式第

５号を削る。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３１６



様式第１号（第２条関係） 愛媛県健康増進センター使用許可申請書

愛媛県健康増進センター使用許可申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（団体にあつては、所在地）
申請者

氏名（団体にあつては、
名称及び代表者の氏名）

電話番号

使 用 日 時

使
用
目
的

行事等の名称

行事等の内容

使 用 予 定 者 名

使 用 施 設
該当する□に�

	
	
	



レ印を付けて

�
	
	
	
�ください。

□トレーニング室 □研修室１
□研修室２ □研修室３
□会議室

使 用 す る
設 備 及 び 備 品

使 用 責 任 者
氏 名

住所又は連絡先

（備考）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３１７



様式第２号（第２条、第５条関係） 愛媛県健康増進センター使用許可書

（表）

愛媛県健康増進センター使用許可書
第 号
年 月 日

殿

愛媛県知事 �

使 用 日 時

使 用 目 的

使 用 す る
設 備 及 び 備 品

許 可 の 条 件

使 用 上 の 注 意 裏面記載の使用上の注意事項を遵守すること。

（備考）

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３１８



（裏）

使 用 上 の 注 意 事 項

１ 許可の条件を遵守すること。

２ 愛媛県健康増進センター（以下「センター」という。）の施設、設備、備
品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨をセンターの職員に届
け出るとともに、原状回復をし、又はそれによつて生じた損害を賠償する
こと。

３ 天災その他センターを使用する者の責めに帰することができない理由に
より使用が不能となつた場合又はセンターを使用する者が使用日の７日前
の日までに使用の取消しを申し出て、知事がやむを得ないと認めた場合の
ほかは、納付した使用料を還付しない。

４ 使用時間を遵守すること。

５ センターの施設、設備、備品等の使用を終えたときは、直ちに当該施設
、設備、備品等を原状に回復するとともに、その旨をセンターの職員に届
け出ること。

６ センターの職員の指示に従うこと。

７ その他センターの使用に関する諸規程を遵守すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３１９



様式第３号（第５条関係） 愛媛県健康増進センター使用変更許可申請書

愛媛県健康増進センター使用変更許可申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（団体にあつては、所在地）
申請者

氏名（団体にあつては、
名称及び代表者の氏名）

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

（備考）

注意 愛媛県健康増進センター使用許可書（様式第２号）を添付してください。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３２０



様式第４号（第１１条関係） 愛媛県健康増進センター使用料還付申請書

愛媛県健康増進センター使用料還付申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（団体にあつては、所在地）
申請者

氏名（団体にあつては、
名称及び代表者の氏名）

使用許可年月日
及 び 番 号

年 月 日 第 号

使 用 日 時

使 用 料

納付年月日 年 月 日 領収書番号第 号

納 付 額 円

還 付 請 求 金 額 円

申 請 理 由

（備考）

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３２１



附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県健康増進センター使用規則別表の規定は

、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る

使用料については、なお従前の例による。

３ 愛媛県健康増進センターにおける使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例（平成１５年愛媛県条例第２１号）

による改正前の愛媛県健康増進センターにおける使用料及

び手数料徴収条例（昭和５０年愛媛県条例第２１号）第１条に

規定する手数料については、施行日から起算して５年を経

過する日までの間は、改正前の愛媛県健康増進センター使

用規則第３条第２項、第９条、別表第３及び様式第３号の

規定は、なおその効力を有する。

����
�愛媛県規則第１５号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の一部

を改正する規則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の

一部を改正する規則

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（平成

１２年愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

第２条の表２の項左欄の欄中「届書（」の下に「国内にお

いて、」を加え、同表３の項同欄中「届書（」の下に「氏名

の変更に係るものにあっては国内に居住地又は現在地を有す

る場合に係るものに限り、」を加え、「、都道府県」を「都

道府県」に改める。

第４条中「書類は」の下に「、国内に居住地及び現在地を

有しない者に係るものを除き」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

����
�愛媛県規則第１６号
ファミリーハウスあい運営規則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ファミリーハウスあい運営規則

（趣旨）

第１条 この規則は、ファミリーハウスあい（以下「ファミ

リーハウス」という。）の運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

（業務）

第２条 ファミリーハウスは、次に掲げる業務を行う。

� 長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童

の家族等に対する宿泊及び休養の施設の提供に関するこ

と。

� その他必要な業務

（利用時間）

第３条 ファミリーハウスの利用時間は、次の各号に掲げる

利用の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

� 宿泊室の宿泊利用 午後４時３０分から翌日の午前８時

３０分まで

� 宿泊室の休憩利用 午前９時から午後４時まで

� プレイルームの利用 午前８時３０分から午後９時まで

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認

めるときは、同項の利用時間を変更することがある。

（休館日）

第４条 ファミリーハウスの休館日は、次のとおりとする。

� １月１日から３日まで及び１２月２９日から３１日まで

� 知事が必要と認めた日

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認

めるときは、休館日にファミリーハウスを利用させること

がある。

（利用の許可）

第５条 ファミリーハウスの宿泊室及び別表に掲げる附属設

備等を利用しようとする者は、利用日の１月前から当日ま

でに、ファミリーハウスあい利用許可申請書（様式第１号

。以下「利用許可申請書」という。）を知事に提出し、そ

の許可を受けなければならない。

２ 知事は、前項の規定による利用の許可の申請があった場

合において、利用が適当であると認めるときは、利用の許

可を決定し、当該申請をした者に対し、ファミリーハウス

あい利用許可書（様式第２号。以下「許可書」という。）

を交付するものとする。この場合において、ファミリーハ

ウスの管理運営上又は公益上必要があると認めるときは、

許可に条件を付することがある。

３ 知事は、第１項に定める期間外に利用許可申請書の提出

があった場合であっても、特に理由があると認めるときは

、同項の利用の許可をすることがある。

（許可の基準）

第６条 知事は、ファミリーハウスの宿泊室及び別表に掲げ

る附属設備等を利用しようとする者が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、前条第１項の利用の許可をし

ないものとする。ファミリーハウスの管理運営上やむを得

ない理由があるときも、同様とする。

� ファミリーハウスの秩序を乱すおそれがあるとき。

� ファミリーハウスの施設、附属設備等を滅失し、又は

損傷するおそれがあるとき。

（利用の許可の変更）

第７条 第５条第１項の利用の許可を受けた者（以下「利用

者」という。）は、利用日時その他知事が定める事項を変

更しようとするときは、あらかじめファミリーハウスあい

利用変更許可申請書（様式第３号）に許可書を添えて知事

に提出し、その許可を受けなければならない。

（利用の許可の取消し等）

第８条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を制

限し、若しくは停止することがある。ファミリーハウスの

管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

� この規則に違反し、又はファミリーハウスの職員の指

示に従わないとき。
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� 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき

。

� 風俗を乱すおそれがあるとき。

� 利用の許可の条件に違反したとき。

（附属設備等の利用料金の額）

第９条 ファミリーハウスあい利用料金条例（平成１５年愛媛

県条例第２３号。以下「条例」という。）第２条第２項に規

定する規則で定める額は、別表に掲げるとおりとする。

（利用料金の額の承認の申請）

第１０条 管理受託者（条例第１条第１項に規定する管理受託

者をいう。以下同じ。）は、条例第２条第３項の規定によ

り利用料金の額の承認を受けようとするときは、ファミリ

ーハウスあい利用料金承認（変更承認）申請書（様式第４

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（利用料金の減免の基準）

第１１条 条例第３条に規定する規則で定める基準は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減免

することとする。

� 管理受託者がファミリーハウスの目的を達成するため

に利用する場合 利用料金の全額

� 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認める場

合 知事が適当と認める額

（利用料金の還付）

第１２条 条例第４条第２号に規定する規則で定める日は、利

用日の前日とする。

第１３条 条例第４条ただし書の規定により、管理受託者は、

次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を

還付するものとする。

� 条例第４条第１号に該当する場合 利用料金の全額

� 条例第４条第２号に該当する場合 利用料金の５０パー

セントに相当する額

（損害賠償等）

第１４条 自己の責めに帰すべき理由により、ファミリーハウ

スの施設、附属設備等を滅失し、又は損傷した者は、原状

回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償しなければ

ならない。

（補則）

第１５条 この規則に定めるもののほか、ファミリーハウスの

運営に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

別表（第５条、第６条、第９条関係）

附属設備等の利用料金の上限額

区 分 単 位 金 額

寝具 １人１回につき ３００円

洗濯機 １台１回につき ３００円
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様式第１号（第５条関係） ファミリーハウスあい利用許可申請書

ファミリーハウスあい利用許可申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

申請者

氏 名

電話番号

宿泊室

該当する
�
	
	
	
	
	
	



□にレ印

�
	
	
	
	
	
	
�

を付けて

ください。

利用区分 □ 宿泊利用 □ 休憩利用

利用時間 年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分まで

利 用

予定者
名

利用する附属設備及び備

品
�
	
	



該当する□にレ印を�	
	
�付けてください。

□ 寝具

（ 組）

□ 洗濯機

（ 台 回、 年 月 日 時から 時まで）

利 用 責 任 者

氏 名

住所又は

連絡先
電話番号

（備考）
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様式第２号（第５条、第７条、様式第３号関係） ファミリーハウスあい利用許可書

（表）

ファミリーハウスあい利用許可書

第 号

年 月 日

殿

愛媛県知事 �

利 用 日 時

利用する施設

、附属設備等

許可の条件

利用上の注意 裏面記載の利用上の注意事項を遵守すること。
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（裏）

利用上の注意事項

１ 許可の条件を遵守すること。

２ ファミリーハウスあい（以下「ファミリーハウス」という。）の施設、附属設備等を滅失

し、又は損傷したときは、直ちにその旨をファミリーハウスの職員に届け出るとともに、原

状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償すること。

３ 天災その他ファミリーハウスを利用する者の責めに帰することができない理由により利用

が不能となった場合又はファミリーハウスを利用する者が利用日の前日までに利用の取消し

を申し出て、管理受託者がやむを得ないと認めた場合のほかは、納付した利用料金を還付し

ない。

４ 利用時間を遵守すること。

５ ファミリーハウスの施設、附属設備等の利用を終えたときは、直ちに当該施設、附属設備

等を原状に回復するとともに、その旨をファミリーハウスの職員に届け出ること。

６ ファミリーハウスの職員の指示に従うこと。

７ その他ファミリーハウスの利用に関する諸規程を遵守すること。
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様式第３号（第７条関係） ファミリーハウスあい利用変更許可申請書

ファミリーハウスあい利用変更許可申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

申請者

氏 名

電話番号

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

（備考）

注意 ファミリーハウスあい利用許可書（様式第２号）を添付してください。
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様式第４号（第１０条関係） ファミリーハウスあい利用料金承認（変更承認）申請書

ファミリーハウスあい利用料金承認（変更承認）申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

管理受託者 名 称

代表者の氏名

区 分 単 位 金 額 設 定 根 拠 等

宿泊室の利用料金

宿泊利用

休憩利用

附属設備等の利用
料金

寝具

洗濯機

注１ 不要の文字は、抹消すること。
２ 「金額」欄は、変更承認の申請の場合にあっては、変更後の金額を記載すること。
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�愛媛県規則第１７号
水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則

水産業協同組合法施行細則（昭和３３年愛媛県規則第３７号）

の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「組合長」の下に「、経営管理委員会会長

」を加える。

第６条の見出しを「（定款変更認可申請等）」に改め、同

条に次の１項を加える。

３ 組合は、法第４８条第４項の規定又はこれを準用する規定

により定款変更の届出をしようとするときは、届出書に次

に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 第１項第１号及び第３号に掲げる書類

� 変更した新旧条文

第１６条を第１７条とし、第１２条から第１５条までを１条ずつ繰

り下げ、第１１条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加え、同条を第１２条とする。

� 法第４２条第２項又はこれを準用する規定による理事の

解任の請求

第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条を第９

条とし、第７条中「第２条第３項」を「第５条第４項」に改

め、同条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。

（信用事業規程の変更の届出）

第７条 組合は、法第１１条の４第４項の規定又はこれを準用

する規定により信用事業規程の変更の届出をしようとする

ときは、届出書に前条第３項各号に掲げる書類を添えて提

出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

����
�愛媛県規則第１８号
愛媛県海洋生物資源の採捕数量等の報告に関する規則の一

部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県海洋生物資源の採捕数量等の報告に関する規則

の一部を改正する規則

愛媛県海洋生物資源の採捕数量等の報告に関する規則（平

成８年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県海洋生物資源の採捕数量、漁獲努力量等の報告

に関する規則

第１条中「報告」という。）」の下に「及び同条第４項の

規定による知事管理努力量の対象となる漁獲努力量等の報告

（以下「漁獲努力量等の報告」という。）」を加える。

第２条の見出しを「（採捕数量等の報告者）」に改める。

第３条の見出しを「（採捕数量等の報告の方法）」に改め

、同条第１項中「別記様式」を「様式第１号」に改め、同条

第３項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便

」という。）」を加え、「郵送」を「送付」に改める。

第４条第１項中「採捕数量等報告書」の下に「又は漁獲努

力量等報告書」を、「の報告」の下に「又は漁獲努力量等の

報告」を加え、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を

加える。

（漁獲努力量等の報告の方法）

第４条 漁獲努力量等の報告は、知事管理努力量の対象とな

る毎月の漁獲努力量について、使用した船舶ごとに、翌月

の１０日までに漁獲努力量等報告書（様式第２号）を提出し

て行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認める漁獲努力

量の漁獲努力量等の報告は、その漁獲努力量による管理の

対象となる期間の最後の１月間は、その旬の末日ごとの当

該漁獲努力量について、当該旬の次の旬の末日までに漁獲

努力量等報告書を提出して行わなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、知事が法第８条第２項の規

定による公表をした場合における当該公表に係る漁獲努力

量の漁獲努力量等の報告は、当該公表の日からその漁獲努

力量による管理の対象となる期間の末日までの間は、当該

漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に

入港した日ごとの当該漁獲努力量について、その日から３

日以内に漁獲努力量等報告書を提出して行わなければなら

ない。

４ 前項の場合において、漁獲努力量等報告書を郵便又は信

書便で提出したときは、漁ろう作業終了後最初にいずれか

の港に入港した日から知事に報告するまでの期間の計算に

ついては、送付に要した日数は、算入しない。

本則に次の１条を加える。

（書類の経由）

第６条 この規則の規定により知事に提出する書類は、所轄

の地方局の長を経由しなければならない。

別記様式中「第４条」を「第５条」に改め、同様式に注と

して次のように加え、同様式を様式第１号とする。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１号の次に次の１様式を加える。
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様式第２号（第４条、第５条関係） 漁獲努力量等報告書

漁獲努力量等報告書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主
たる事務所の所在地）

報告者
氏名（法人にあっては、そ
の名称及び代表者の氏名）

船舶の名称 漁船登録番号

漁業の種類 漁業 漁業の許可番号

海 域

漁ろう作業年月日 備 考 漁ろう作業年月日 備 考

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

漁 獲 努 力 量 隻日

注 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。
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附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

����
�愛媛県規則第１９号
愛媛県遊漁船業者登録簿閲覧規則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県遊漁船業者登録簿閲覧規則

（趣旨）

第１条 この規則は、遊漁船業の適正化に関する法律（昭和

６３年法律第９９号。以下「法」という。）第５条第１項に規

定する遊漁船業者登録簿（以下「登録簿」という。）の閲

覧に関し必要な事項を定めるものとする。

（閲覧所）

第２条 法第８条の規定により登録簿を閲覧に供するため、

別表に掲げる場所に遊漁船業者登録簿閲覧所（以下「閲覧

所」という。）を置く。

２ 閲覧所には、当該課が所管する区域内に営業所を有する

遊漁船業者（法第２条第３項に規定する遊漁船業者をいう

。）に係る登録簿を備えるものとする。

（休業日）

第３条 閲覧所の休業日は、愛媛県の休日を定める条例（平

成元年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日とする。

（閲覧時間）

第４条 閲覧所における閲覧時間は、県の執務時間とする。

（閲覧手続）

第５条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付け

てある遊漁船業者登録簿閲覧申込書（別記様式）に必要な

事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。

（閲覧上の遵守事項）

第６条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲

覧者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。

� 登録簿は、所定の場所で閲覧し、外へ持ち出さないこ

と。

� 登録簿を亡失し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれ

に加筆しないこと。

� 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

� 登録簿の閲覧を終わったときは、確実に係員に返還す

ること。

� その他係員の指示に従うこと。

２ 知事は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのお

それがある場合には、その閲覧を禁止することがある。

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

１ 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県西条地方局産業経済部水産課内

２ 今治市旭町一丁目４番地９
愛媛県今治地方局産業経済部水産課内

３ 松山市北持田町１３２番地
愛媛県松山地方局産業経済部水産課内

４ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県八幡浜地方局産業経済部水産課内

５ 宇和島市天神町７番１号
愛媛県宇和島地方局産業経済部水産課内

６ 南宇和郡御荘町平城３０４８番地
愛媛県宇和島地方局産業経済部御荘水産課内

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３３１



別記様式（第５条関係） 遊漁船業者登録簿閲覧申込書

遊 漁 船 業 者 登 録 簿 閲 覧 申 込 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所
申込者 氏名

電話番号（ ） －

遊 漁 船 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 （ す べ て の 遊 漁 船 業 者 登 録 簿
の 閲 覧 を し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨 ）

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３３２



�愛媛県規則第２０号
租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則の一

部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則

の一部を改正する規則

租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則（平

成１２年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第３１条の２第２項第１０号ハ、第６２条の３第４項

第１０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ、第６２条の３第４

項第１１号ハ」に改める。

第８条中「第３１条の２第２項第１０号ハ及び第６２条の３第４

項第１０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ及び第６２条の３

第４項第１１号ハ」に改める。

様式第１号造成宅地の概要の項１、様式第３号８の項、様

式第４号造成宅地の概要の項６及び様式第５号７の項中
「第

第

３１条の２第２項第１０号ハ
を
「第３１条の２第２項第１１号ハ

６２条の３第４項第１０号ハ」 第６２条の３第４項第１１号ハ」

に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第７６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、小田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
�愛媛県告示第７６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
�愛媛県告示第７７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

字の名称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字寺村 大字日野
川

２５９４、２５９７の一部、２５９８、２５９９、２６００
の一部、２６０１から２６０４まで、２６０５の一

これに伴
う道路、

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

マ ロ ン 薬 局 栗林薬品株式会
社 東予市円海寺６番３ 平成

１５．３．１

まゆみ歯科クリ
ニック 柴 田 万由美 東予市楠甲１４８－４ 平成

１５．１．１

たからだ歯科ク
リニック 宝 田 学 西条市大町８５６－１ 平成

１５．２．１

あかり調剤薬局 有限会社
周桑調剤薬局 東予市円海寺１番地２ 平成

１５．３．１

そうごう薬局八
幡浜店

総合メディカル
株式会社

八幡浜市大平１番耕地
６４４番地

平成
１５．３．１

そがめ薬局壬生
川店

有限会社
テンタートル 東予市壬生川１２３－１ 平成

１５．３．１

三 瓶 病 院 医療法人社団
み の り 会

西宇和郡三瓶町朝立２
番耕地１番地１８

平成
１５．２．１２

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

ファミリー薬局
三島店

有限会社
ファミリー薬局

伊予三島市中之庄町４５
３－１

平成
１５．３．１

鹿 野 医 院 鹿 野 秀 夫 宇和島市恵美須町二丁
目５－７

平成
１５．２．２１

三 瓶 病 院 医療法人社団
み の り 会

西宇和郡三瓶町朝立２
番耕地１番地第７

平成
１５．２．１２

部、２６０６の一部、２６０７、２６０８、２６０９の
一部、２６１０、２６１１の一部及び２６２７並び
にこれらの区域に隣接する道路である
国有地の一部

水路等を
含む。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社
エスエイサービス 東予市大野３３０番地１ グループホーム恵須栄 東予市大野３３０番地３ 平成１５．２．１２

株式会社
アクティブスタイル

今治市中日吉町一丁目５番
３４号

アズモア今治ワールドハウ
ジングプラザ店

今治市上徳字徳久甲７１１－
１ 平成１５．３．１５

�������
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����
�愛媛県告示第７７５号
農地法別表で定める小作地の面積に代るべき面積（昭和４１

年７月愛媛県告示第６１６号）の一部を次のように改正し、平

成１５年４月１日から施行する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表宇摩郡の項区域名の欄中「、旧天満村」を「及び旧天満

村」に、「、旧長津村の」を「及び旧長津村の」に改め、「

、別子山村」を削り、同表周桑郡の項を次のように改める。

周桑郡 小松町、丹原町のうち旧徳田村、旧田野村及び旧中

川村の区域

０．７

丹原町（旧徳田村、旧田野村及び旧中川村の区域を

除く。）

０．６

表温泉郡の項区域名の欄中「旧吉井村」を「旧南吉井村」

に改め、「、久谷村」を削り、「のうち旧南吉井村」を「（

旧南吉井村」に、「川内町」を「）、川内町」に改め、同表

北宇和郡の項同欄中「、旧奥南村」を「及び旧奥南村」に、

「、旧高光村の」を「及び旧高光村の」に、「、旧成妙村」

を「及び旧成妙村」に、「、旧近永町」を「及び旧近永町」

に、「、旧岩松町」を「及び旧岩松町」に改め、「、宇和海

村」を削り、同表松山市の項同欄中「旧小野村の」を「旧小

野村及び旧久谷村の」に改め、「、旧湯山村」の下に「及び

旧久谷村」を加え、同表宇和島市の項同欄中「旧三浦村」の

下に「及び旧宇和海村」を加え、同表新居浜市の項同欄中「

旧船木村の」を「旧船木村及び旧別子山村の」に、「旧船木

村、旧新居浜市」を「旧新居浜市、旧船木村及び旧別子山村

」に改め、同表に次のように加える。

�愛媛県告示第７７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

社会福祉法人
はぴねす福祉会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

ヘルパーステーション若水
館

新居浜市若水町一丁目９番
１３号 平成１５．２．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人社団
栗整形外科病院

伊予三島市中之庄町３９８番
地１

居宅介護支援事業所
くりのみ

伊予三島市中之庄町３９３番
地１ 平成１５．２．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

鹿 野 秀 夫 宇和島市恵美須町二丁目５
－７ 鹿野医院 宇和島市恵美須町二丁目５

－７ 平成１５．２．２１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

玉川町 越智郡玉川町大字三反地甲
１０番地１ 玉川町保健センター 越智郡玉川町大字大野甲９５

番地 平成１５．２．２８

�������

�������
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東予市 旧吉岡村、旧国安村及び旧楠河村の区域を除く区域 ０．７

旧吉岡村及び旧楠河村の区域 ０．６

旧国安村の区域 ０．５

����
�愛媛県告示第７７６号
農地法に基づく農地の最低限面積の指定（昭和４５年１１月愛

媛県告示第１１２４号）の一部を次のように改正し、平成１５年４

月１日から施行する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表区域町村名等の欄中「別子山村、」を削る。

����
�愛媛県告示第７７７号
県営ほ場事業長月地区峰地工区の換地計画を定めたので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項にお

いて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１５年３月３１日から４月２５日まで

３ 縦覧場所

御荘町役場

����
�愛媛県告示第７７８号
県営ほ場事業菊川地区大井手工区の換地計画を定めたので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項に

おいて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１５年３月３１日から４月２５日まで

３ 縦覧場所

御荘町役場

����
�愛媛県告示第７７９号
小田町から協議のあった町営土地改良事業（団体営農道整

備事業・寺村地区）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（団体営農道整備事業・寺村地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月３１日から４月２５日まで

３ 縦覧場所

小田町役場

����
�愛媛県告示第７８０号
平成１５年３月１３日小田町営基盤整備促進事業庚申松地区の

換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

����
�愛媛県告示第７８２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の７７から３４４の９２まで

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

����
�愛媛県告示第７８３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

�愛媛県告示第７８１号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり書換交付

した。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

書換交付
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７６２号 平成１５年３月２８日 牛
家畜人工授精
及び家畜体内
受精卵移植の
業務

愛 媛 県 松山市土居田町３９５番地１ 永 木 里 佳
昭和５８年２月２７日

�������
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平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

温泉郡中島町大字大浦４７００の３７、４７００の３８

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

����
�愛媛県告示第７８４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西宇和郡三崎町正野１０２０の３（次の図に示す部分に限る

。）、１０２０の２、１０２０の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び三崎町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７８５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－８）第４３０５号 平成８年
１２月１７日 �山崎組 山崎 卓也 越智郡宮窪町宮窪５７５４

－４
平成１３年
１２月１６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業
水道工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（特－８）第４６３号 平成８年
１２月２３日 日拓建設� 大野 阜芝 宇和島市高串１－２５９ 平成１３年

１２月２１日
土木工事業
造園工事業
水道工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－９）第１９３０号 平成９年
１２月３１日 内川工務店 内川 哲 宇和島市泉町１－１－

３１
平成１３年
１２月３１日 建築工事業 事業主の引退

（代替わり）

（般－９）第１１３０号 平成９年
７月２３日 渡部工業� 渡部 修三 北条市磯河内甲２５２－

１
平成１４年
１月７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第７５６９号 平成１３年
４月１３日 �東建 伊藤 長平 松山市古川南３－２６－

２
平成１４年
１月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－８）第７０４６号 平成９年
３月７日 �中央建設 西原 和男 松山市久万ノ台甲２３７

－２
平成１４年
１月１５日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

（特－８）第１９０９号 平成９年
１月２２日 �武村建設 武村 寿洋 伊予三島市宮川１－３

－１４
平成１４年
１月２１日

土木工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－８）第１０４７６号 平成９年
３月２３日 �コスモハウス 森實 敏明 伊予三島市金子２－６

－２６
平成１４年
１月２９日 建築工事業 合併による廃業

（般－１２）第３２５０号 平成９年
６月７日 三宅組 三宅 福馬 新居浜市中村松木２－

６－１４
平成１４年
１月３０日 土木工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１３４０５号 平成１３年
５月２８日 �山通 山下 学 今治市鯉池町３－１－

２４
平成１４年
２月７日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－９）第１２９８３号 平成１０年
２月１３日 �真夢 越智 聡 松山市姫原２－１－３１ 平成１４年２月６日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１２）第７４１７号 平成１２年
１２月１５日 大栄建設� 阿部 真治 今治市常盤町４－７－

６
平成１４年
２月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－８）第９０７８号 平成８年
４月２０日 美浜水道工業所 森 茂 松山市新浜町５－３８ 平成１４年

２月２０日
管工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４５０１号 平成１２年
４月２７日 丸忠総営 越智 好政 今治市喜田村５－１７－

４０
平成１４年
２月２２日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３３６８号 平成１２年
７月３０日 水口建設 水口 一美 北宇和郡吉田町大字立

間尻甲４２８－３２
平成１４年
２月２２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－８）第１５８５号 平成９年
３月２日 �大野工業 大野 定俊 南宇和郡城辺町乙５３０

－１
平成１４年
２月２７日

建築工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－９）第１２６９７号 平成９年
６月２２日 弓立建設工業 弓立 勝司 松山市星岡町５２０－２１ 平成１４年

３月１日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（法人成り）
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（般－１１）第１４３０５号 平成１１年
７月２８日 �ティケイ建設工業 木下 徳雄 松山市南高井町１１７７－

５
平成１４年
３月１日

建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４３１７号 平成１１年
８月２７日 大樹工業 石角 一 松山市立花３－８－２４ 平成１４年３月８日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－９）第６９６４号 平成９年
１２月６日 中村建設 中村 秀雄 新居浜市下泉２－１１－

２３
平成１４年
３月１１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５６６２号 平成１２年
１０月１６日 村上組 村上 元始 新居浜市政枝町１－２

－３７
平成１４年
３月１３日 左官工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（特－９）第１３８３５号 平成９年
９月３０日 �日興ホームズ 阿達 平三 松山市西石井町４４５－

１３
平成１４年
３月１４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５８９９号 平成１３年
１月１７日 �源代組 源代 宗利 新居浜市庄内町２－１０

－１７
平成１４年
３月１５日

建築工事業
とび・土工工事業 法人の解散

（般－１２）第１０８６１号 平成１２年
６月１７日 �酒井工務店 酒井 浩 松山市南江戸町５－１０

－７
平成１４年
３月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第１２７３０号 平成９年
７月２１日 高田組 高田 伸弘 北宇和郡広見町大字出

目２８３３
平成１４年
３月２０日 左官工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第７９１４号 平成１３年
１０月８日 田中鉄筋工務 田中 敏夫 宇和島市柿原１４０６－７ 平成１４年

３月２１日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（特－９）第１３２８号 平成９年
６月２０日 �宮嶋組 宮嶋 幸雄 西条市朔日市８９２ 平成１４年

３月２５日
土木工事業
建築工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－１３）第１３４５４号 平成１３年
７月１５日 井関組 井関 澄男 東宇和郡野村町大字野

村１－２０
平成１４年
３月２６日 土木工事業 事業主の死亡

（般－１３）第４０２４号 平成１３年
６月３０日 岩藤建設 岩藤 晴良 北宇和郡津島町大字高

田甲４７７
平成１４年
３月２８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第２７５号 平成１３年
１０月１１日 尾藤産業 尾藤 磯見 川之江市金生町下分川

中２５１５－１
平成１４年
４月１日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３１４１号 平成１２年
４月２６日 青木組 佐々木 繁 松山市萱町２－２－８ 平成１４年

４月１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４３６５号 平成１１年
１０月１３日 平和建設 宮内 幸子 松山市内宮町甲２５ 平成１４年

４月４日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３５３３号 平成１２年
１０月１４日 仁淀工務店 古味 留男 新居浜市西の土居町２

－８－５５
平成１４年
４月５日

建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－９）第１９７８号 平成９年
１１月１２日 正岡ハウス 正岡 安夫 今治市国分３－７－２３ 平成１４年４月９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３５２７号 平成１２年
１０月１４日 村上電気商会 村上 末行 松山市山西町６１－１ 平成１４年

４月１０日 電気工事業 建設業の廃止

（般－９）第１７３３号 平成９年
１０月１６日 八木組 大河内 保 今治市高市甲８５６－１ 平成１４年

４月１７日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－９）第８５２１号 平成９年
１１月１６日 マルクニ工務店 十亀 邦人 西条市中西３０２－１ 平成１４年

４月１７日
建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－９）第１３７０５号 平成９年
５月１６日 �ニューフロンティア 宇都宮十三 東宇和郡宇和町大字下

松葉２１５
平成１４年
４月１７日 管工事業 建設業の廃止

（般特－９）
第１２６２４号

平成９年
４月２０日

太陽エンジニアリング
� 関矢 忠良 越智郡菊間町種３６５２－

１
平成１４年
４月２２日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
石工事業
電気工事業
管工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
塗装工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

合併による廃業

（般－１２）第７６７４号 平成１３年
３月１１日 南海建設� 加地ヌイ子 伊予三島市中之庄町３１ 平成１４年４月２４日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１０１２０号 平成１３年
３月２６日 冨田建設 冨田 博文 宇摩郡土居町大字畑野

１１６８－１
平成１４年
４月３０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第８５５号 平成９年
５月７日 ＯＫ建設 山田 淑人 今治市高地町１丁目甲

１９９２－６
平成１４年
５月１日 建築工事業 事業主の引退

（代替わり）

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号
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（特－９）第１９９６号 平成９年
１１月１５日 �宮崎建設 宮崎 亀一 南宇和郡城辺町甲３２９２ 平成１４年５月２日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（特－１０）第１９９６号 平成１１年
１月１９日 �宮崎建設 宮崎 亀一 南宇和郡城辺町甲３２９２ 平成１４年５月２日

とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業

建設業の廃止

（特－１１）第６４１８号 平成１１年
７月１５日 �たくみ工業 中村 美子 宇和島市保田甲９３６－

１
平成１４年
５月２日 管工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１１８３８号 平成１２年
２月２４日 矢野設備工業所 矢野 浩一 松山市馬木町５９－１ 平成１４年

５月９日
土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第１２１５７号 平成１３年
１月５日 �承兵 片岡多賀志 松山市上伊台町乙１９８

－１
平成１４年
５月１０日 造園工事業 建設業の廃止

（特－１２）第５２６２号 平成１３年
１月２３日 三和開発� 三原 新吾 松山市西垣生町５９９－

３
平成１４年
５月１４日 土木工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－９）第１２６４３号 平成９年
５月６日 島津組 島津 篤美 松山市太山寺町２３０２－

３
平成１４年
５月１４日

とび・土工工事業
管工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－９）第１２９２６号 平成９年
１２月１５日 シルバー住宅� 越智 和利 松山市束本２－１０－１９ 平成１４年５月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（特－９）第９１１号 平成９年
５月２１日 新生建設� 中村 建次 松山市拓川町３－２４ 平成１４年

５月２２日 建築工事業
建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－１３）第１３４９２号 平成１３年
８月１９日 兵頭建築 兵頭 義美 北宇和郡吉田町鶴間５４

３－７
平成１４年
５月２３日 大工工事業 事業主の死亡

（般－１１）第２９９９号 平成１２年
３月２２日 旭電気工事店 旭 照男 北宇和郡吉田町大字裡

町５５
平成１４年
５月２３日

電気工事業
管工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－９）第１２８３号 平成９年
８月２５日 松井組 松井 平 東宇和郡野村町大字高

瀬７５２
平成１４年
５月２４日

土木工事業
造園工事業 建設業の廃止

（特－９）第６７９３号 平成９年
７月１０日 盛実建設� 宮下 誠 西条市下島山甲１３５５－

１
平成１４年
５月２４日 土木工事業 建設業の廃止

（般－９）第１５１５号 平成９年
９月２７日 香川工業� 宮武 省二 松山市南吉田町２３８４ 平成１４年

５月３１日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（特－１１）第１９５１号 平成９年
１１月９日 �みまき工業 永楽 久喜 北宇和郡津島町大字御

内２３２４
平成１４年
５月３１日

土木工事業
造園工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１０７２９号 平成１２年
１月１３日 丹生谷工業 丹生谷 正 温泉郡重信町南野田２１

２－３
平成１４年
５月３１日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－９）第１２７１１号 平成９年
６月２９日 橋田組 橋田 弘 松山市味酒町２－１３－

１０
平成１４年
５月３１日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第１３１６８号 平成１２年
８月２９日 愛媛グリン 和気 聡志 松山市南久米町５１７－

４
平成１４年
５月３１日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１４８９９号 平成１４年
１月１０日

サナダホームズインタ
ーナショナル� 眞田 英夫 松山市枝松６－６－１６ 平成１４年５月３１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３７２６号 平成１３年
１１月５日 �スペース未来 山岡 和彰 松山市久万ノ台１－３ 平成１４年

６月４日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５８９５号 平成１３年
１月７日 �丸井建設 丸井 芳一 松山市余戸中１－２－

３
平成１４年
６月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１１３８号 平成１２年
４月７日 奥野建設� 奥野 初美 北宇和郡広見町大字畔

屋６０１
平成１４年
６月１１日 土木工事業 法人の解散

（般特－９）第２００６号 平成９年
８月１０日 �清水組 清水 憲二 川之江市金生町山田井

１２０１－１
平成１４年
６月１４日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－８）第１３８６号 平成９年
２月２８日 �井手組 羽藤 信雪 新居浜市松の木町１－

１４
平成１４年
６月１９日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第８３３６号 平成９年
７月２１日 高橋造園 高橋 義廣 宇摩郡土居町大字小林

５１３
平成１４年
６月２５日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１４８６０号 平成１３年
１１月１６日

住友重機械ハイマテッ
クス� 大杉 猛 新居浜市磯浦町１６－４ 平成１４年

６月２８日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３３８



（特－９）第１３２６号 平成９年
９月１日 宮崎動力工業� 宮崎 英明 西条市下島山７８９ 平成１４年

７月１日 建築工事業
建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－１２）第１０９６３号 平成１２年
９月１４日 �ニコー 西下 勝巳 松山市西石井１－４－

５
平成１４年
７月２日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１２１６５号 平成１３年
１月５日 宮本建築 宮本 篤 宇和島市大超寺乙９０－

１２
平成１４年
７月６日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第４３５９号 平成１３年
１２月２５日 寿塗装工業� 尾藤 昭二 新居浜市郷１－７－３６ 平成１４年７月８日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１２）第９８４２号 平成１２年
６月３０日 �ミチケン 土居 道介 東宇和郡宇和町皆田２２

５
平成１４年
７月８日

土木工事業
水道工事業 建設業の廃止

（特－１３）第３７８６号 平成１４年
７月１０日 関戸建設� 関戸千惠子 南宇和郡城辺町甲２４０１ 平成１４年７月１０日

土木工事業
とび・土工工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－９）第８２９４号 平成９年
６月２２日 若駒工業� 入口 健正 宇和島市伊吹町２７５ 平成１４年

７月１０日
土木工事業
管工事業
水道工事業

法人の解散

（般－１２）第１３２０８号 平成１２年
１０月１６日 平岡企画 平岡 節郎 松山市恵原町甲１１４４ 平成１４年

７月１０日
電気工事業
消防施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１４９７５号 平成１４年
４月１７日 プラスター技研 土岐 久雄 新居浜市新須賀町４－

１－１７
平成１４年
７月１１日 左官工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－９）第１２１３号 平成９年
８月１４日 �コモダ工務店 宮下 誠 新居浜市東雲町２－８

－２１
平成１４年
７月１４日

建築工事業
左官工事業

建設業の廃止
（法人から個人
へ）

（般－９）第２３９１号 平成９年
１２月１９日 愛和工業� 森田 治雄 宇和島市高串３－７２３ 平成１４年

７月１７日
建築工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－９）第１３８６５号 平成９年
１１月１２日 青木建設 青木 正彦 松山市来住町９７９－１１ 平成１４年

７月１９日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第５８５２号 平成１２年
１２月１３日 �高橋工務店 高橋テル子 宇摩郡土居町大字小林

７４４
平成１４年
７月２５日 土木工事業 建設業の廃止

（般－９）第１３８３６号 平成９年
９月３０日 正和工業 寺田 英一 越智郡玉川町中村甲７３

７－４
平成１４年
７月２９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－９）第１２３６号 平成９年
８月１８日 �和田電業所 伊藤 文雄 松山市別府町３７５－７ 平成１４年

８月２０日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５７８３号 平成１２年
１１月８日 �竜子組 竜子 富子 松山市三津３－６－２４ 平成１４年８月２０日

管工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１３）第６１７５号 平成１３年
５月３１日 沖井塗装店 沖井 榮 松山市市坪北１－１６－

２２
平成１４年
８月２０日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１２）第８８０１号 平成１２年
６月２９日 �モクレン 鶴居 康行 松山市六軒家町３－２４ 平成１４年８月２０日 建築工事業 合併による廃業

（般－１３）第１４７６３号 平成１３年
７月１７日 �ヴェルク・ハウズ 栗林しげみ 松山市喜与町１－１１－

５
平成１４年
８月２０日

土木工事業
建築工事業
管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１２４７号 平成１４年
７月１３日 砂本建設� 砂本 義則 北条市中西外４３６－１ 平成１４年

８月２９日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３４０１号 平成１３年
５月２８日 金谷建築 金谷 澄朗 北宇和郡松野町大字蕨

生７５６
平成１４年
９月３日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１４９６８号 平成１４年
３月２９日 堀建設 堀田 孝司 南宇和郡内海村須ノ川

８２４
平成１４年
９月３日 土木工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１３４６４号 平成１３年
７月１８日 エムアールエム 増本 榮三 松山市北井門町１７－１ 平成１４年

９月４日 建築工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第１１９１８号 平成１２年
６月３日 フジモト塗装 藤本 忠志 松山市太山寺町９０４－

７
平成１４年
９月５日 塗装工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第１０８８１号 平成１２年
６月２１日 山本園芸 山本 信夫 今治市新谷甲１０９８ 平成１４年

９月６日
土木工事業
造園工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１３）第８０４７号 平成１３年
１２月２２日 山内設備工業所 山内 史朗 松山市谷町１３４ 平成１４年

９月６日 管工事業 事業主の引退
（代替わり）

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号
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（般－９）第１３８０９号 平成９年
８月２８日 ハイパードリリング� 山川 正弘 川之江市妻鳥町１０１１－

２
平成１４年
９月１９日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－９）第１２９３号 平成９年
１１月１２日 富士建設� 馬越 章治 越智郡伯方町木浦甲２７

４９
平成１４年
９月２０日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１８５７号 平成１２年
９月２８日 �南予建設 芝 照雄 北宇和郡広見町大字小

倉１３０７
平成１４年
９月２０日 管工事業 建設業の廃止

（般－９）第４８７１号 平成９年
１０月１日 松一鉄工 松田 一男 今治市八町東２－１－

１
平成１４年
９月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（特－９）第１７９９号 平成９年
１０月１１日 �河野建設 河野 善安 東宇和郡野村町高瀬６８

７
平成１４年
９月２５日

土木工事業
建築工事業
水道施設工事業
造園工事業

建設業の廃止
（特定から一般
へ）

（般－１３）第２４４号 平成１３年
９月２６日 村上諭建設 村上 諭 越智郡吉海町仁江１３２９ 平成１４年９月２６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４６６２号 平成１２年
１２月７日 若宮建工� 若宮 克也 東宇和郡城川町古市３３

１４
平成１４年
９月３０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－９）第６８８４号 平成９年
１０月３日 東岡鉄工所 東岡 信一 上浮穴郡久万町入野９８

５
平成１４年
１０月２日 建築工事業 事業主の死亡

（般－１２）第１１９５１号 平成１２年
６月２２日 �にった鉄筋 新田 正司 松山市新石手甲２１８－

３
平成１４年
１０月４日 鉄筋工事業

建設業の廃止
（法人から個人
）

（般－１１）第７０７６号 平成１２年
３月２１日 金生電設� 江口 昭二 川之江市金生町下分１１

８２
平成１４年
１０月７日

電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１４８９６号 平成１４年
１月９日 �レナックス 竹村 宗範 松山市東山町４１４０－１０ 平成１４年１０月１０日 大工工事業 建設業の廃止

（特－１２）第１５１４号 平成１２年
１１月２６日 黒田土建� 泉田 保夫 松山市北斎院町７８５－

１
平成１４年
１０月１０日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１２）第３４１０号 平成１２年
８月１日 �大石企画 大石千代子 松山市溝辺町甲１４５ 平成１４年

１０月１０日

建築工事業
大工工事業
左官工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止

（般－９）第９５９１号 平成９年
９月３日 �三栄興産 武村 隆雄 宇摩郡土居町大字野田

甲１５６５－３
平成１４年
１０月１５日

土木工事業
舗装工事業 建設業の廃止

（般－９）第１３９１６号 平成１０年
１月１４日 �タイシンメンテック 山崎 行邦 松山市空港通１－３９－

２
平成１４年
１０月１７日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１０）第１４０６７号 平成１０年
８月４日 大樹産業� 倉橋 義広 松山市天山３－６－１４ 平成１４年１０月１７日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４６２２号 平成１２年
９月８日 �パナホーム愛媛 桧垣 清二 松山市南吉田町１４４４－

５
平成１４年
１０月１７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４６８１号 平成１２年
１２月２５日 山本塗装店 山本万里子 東宇和郡宇和町卯之町

５－２１６
平成１４年
１０月２３日 塗装工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第１４５３５号 平成１２年
６月２８日 中西木工所 渡部 宜弘 北条市中西内４３０－１ 平成１４年

１０月２９日 建具工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第１１９７４号 平成１２年
７月９日 エジソンホーム� 一柳 惣一 松山市三町１－２－４６ 平成１４年１０月３１日 防水工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５４２９号 平成１２年
８月８日 共和工機� 森田孝四郎 宇和島市住吉町１－１

－５
平成１４年
１１月１日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１０７５５号 平成１２年
２月２０日 重松組 重松 定克 北条市西谷甲３８２－１ 平成１４年

１２月２日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１１）第１０７８４号 平成１２年
３月１６日 極東電設工業� 植田 睦朗 松山市今在家１－１－

３０
平成１４年
１２月５日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３６４５号 平成１４年
１月３１日 ベストハウス� 近藤新一郎 伊予三島市寒川町２５８７

－１
平成１４年
１２月６日 内装仕上工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３４０



����
�愛媛県告示第７８６号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）

の一部を次のように改正し、平成１５年４月１日から施行する

。ただし、改正後の愛媛県工事執行規程様式第１１号の規定は

、同日以後に契約を締結する工事に係る工事台帳について適

用し、同日前に契約を締結している工事に係る工事台帳につ

いては、なお従前の例による。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第１号中「入札・見積通知書」を削り、

通知者 �「

」

を

通知者 �

入 札 ・ 見 積 通 知 書

「

」

に改め、同様式１中「時」を「時 分」に改め、同様式２

の表を次のように改める。

工 事 番 号 第 号

工 事 名

施 工 箇 所
工 事 日 数 日 保 証 年 数 年

様式第１号７を次のように改める。

７ その他

様式第１１号を次のように改める。

（般－９）第１３９０１号 平成９年
１２月２５日 �野中工業 野中 信辰 松山市平井町甲２５４９－

２
平成１４年
１２月１２日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１３）第７４８号 平成１４年
３月３１日 �中村組 中村 章男 松山市新石手１０１ 平成１４年

１２月１２日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０８７０号 平成１２年
６月１７日 �光建設 篠原 俊光 川之江市妻鳥町１０５２ 平成１４年

１２月２０日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１１）第１４３４６号 平成１１年
１０月１２日 青木建設 青木 春夫 温泉郡川内町大字則之

内乙１１６８－１２
平成１４年
１２月２０日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１０）第１４１１３号 平成１０年
１０月７日 エムホーム 三浦 克彦 宇摩郡土居町大字野田

乙４３２－１
平成１４年
１２月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般特－９）第９１６３号 平成１０年
１月９日 �モリモト 森本 裕二 松山市南吉田町１７３０－

２
平成１４年
１２月２４日

土木工事業
建築工事業
管工事業
水道施設工事業

合併による廃業

（般－９）第１２９３８号 平成９年
１２月２０日 �合同開発 木山 逸男 松山市朝生田町７－１０

－４
平成１５年
１月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第４５６２号 平成１４年
３月２６日 東和通建� 片山 忠 東宇和郡宇和町郷内１８

８７
平成１５年
１月６日 電気通信工事 建設業の廃止

（般－１４）第１１６６２号 平成１４年
８月７日 �大栄商会 安平 浩二 松山市市坪南２－８－

２４
平成１５年
１月１０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４２８６号 平成１１年
７月１２日 �長橋電設 長橋 久雄 伊予三島市中曽根町２０

２８－１
平成１５年
１月１０日 消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１２）第８７１２号 平成１２年
４月１５日 坂東土木 菊池 一夫 松山市南斎院町乙４０－

７２
平成１５年
１月２８日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（特－１２）第６８９９号 平成１２年
７月１５日 第一尾�建設� 尾� 明美 松山市生石町３７５－２ 平成１５年

２月５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４６３５号 平成１２年
９月２８日 ヨゴホームズ 余吾 和子 松山市下伊台町１３０９－

７５
平成１５年
２月１９日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１４）第４９２２号 平成１４年
１１月１日 東陽断熱 森 勲 松山市南吉田町６１４－

４
平成１５年
２月２４日

管工事業
熱絶縁工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第５４９６号 平成１２年
９月２日 イズミ電工 泉 仁志 松山市天山３－７－３２ 平成１５年２月２５日 電気工事業 建設業の廃止
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様式第１１号（第２２条関係）
工 事 台 帳

工 事 番 号 第 号 執 行 方 法 執 行 機 関
工 事 名 契 約 締 結 日
路 線 名 等 契 約 の

工 事 期 間
実 際 の
工 事 期 間

施 工 箇 所
郡 町

大字
市 村

設
計
概
要

請 負 者
住 所
氏 名費 目 設 計 金 額 請 負 代 金 額
現 場 代 理 人

予 定 価 格 主 任 技 術 者
調 査 基 準 価 格 監 理 技 術 者
契約保証の種類 専 門 技 術 者
保証機関の名称 監 督 員

契約種別 契 約 締 結 日 設 計 金 額 増 減 額 請 負 代 金 額 増 減 額 契 約 保 証 金 増 減 額 工 期 追加
日数

中

止

第
１
回

年 月 日から
年 月 日まで

（ 日間）

第
２
回

年 月 日から
年 月 日まで

（ 日間）

第
３
回

年 月 日から
年 月 日まで

（ 日間）

検査種別 検 査 年 月 日 検 査 員 立 会 人 成 績 区 分 支 出 負 担 行 為 額 支 出 額 残 額 支出負担行為日又は支出日

備 考

注１ 不要の文字は、抹消すること。
２ 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５４条第１号又は第２号に該当する場合は、契約保証金の欄に当該保険金額又は保証金額を記入すること。
３ 区分の欄は、契約締結、前金払、部分払、契約変更又は確定払の別を記入すること。

愛
媛

県
報

平
成
１５
年
３
月
２８
日

第
１４４３

号

３４２



�愛媛県告示第７８７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終

了した旨の通知があった。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（一等重力測量）

２ 作業期間 平成１４年８月１日から

平成１５年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市、八幡浜市、宇和島市

�愛媛県告示第７８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市萩生字河ノ北６７番１４０地先から

同字６７番１９３地先まで

旧 １４．２～１８．８ ０．０１７

新 １６．５～１８．８ ０．０１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市萩生字河ノ北６７番１４０地先から

同字６７番１９３地先まで
平成１５年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市別宮町七丁目１４番１地先から

同市石井町一丁目７３番１地先まで

旧 １５．０～２８．０ ０．０７０

新 １５．０～１５．２ ０．０７０

〃 〃
今治市鐘場町二丁目８９４番３地先から

同市近見町二丁目甲１１１番４地先まで

旧 ２４．７～３９．０ ０．６４０

新 ２４．７～３９．２ ０．６４０

県 道 今治波方港線
今治市東村三丁目甲４６３番２地先から

同市東村三丁目甲４６４番７地先まで

旧 １８．０～２４．８ ０．０３０

新 ２２．０～２７．８ ０．０３０
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�愛媛県告示第７９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市別宮町七丁目１４番１地先から

同市石井町一丁目７３番１地先まで
平成１５年３月２８日

〃 〃
今治市鐘場町二丁目８９４番３地先から

同市近見町二丁目甲１１１番４地先まで
〃

県 道 今治波方港線
今治市東村三丁目甲４６３番２地先から

同市東村三丁目甲４６４番７地先まで
〃

〃 波方環状線
越智郡波方町大字波方字本谷甲３５７２番２地先から

同大字字高下甲３３５８番６地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 東予玉川線
越智郡朝倉村大字朝倉上甲３６７番３地先から

同大字甲３６６番１地先まで
平成１５年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万町大字二名乙１５２０番１から

同大字甲３２３１番地先まで

旧 ４．３～１２．０ ０．２３９

新 １６．０～３９．０ ０．２３２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡面河村渋草２２３３番３地先から

同村渋草２１５５番７まで

旧 ４．７～１８．１ ０．１８８

新 １０．０～２１．４ ０．１８９
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平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡面河村渋草２２３３番３地先から

同村渋草２１５５番７まで
平成１５年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２１１４番２から

同村黒藤川２１１６番３まで

旧 ３．５～１１．８ ０．２４８

新 ５．０～４４．０ ０．２０４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２１１４番２から

同村黒藤川２１１６番３まで
平成１５年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城川梼原線 東宇和郡城川町大字窪野４３９５番１
旧 １１．０～１８．２ ０．０６２

新 ２２．０～２９．０ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城川梼原線 東宇和郡城川町大字窪野４３９５番１ 平成１５年３月２８日
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�愛媛県告示第８０２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

宇摩郡土居町大字北野甲５８７番１、甲５８９番１、甲５９１

番及び甲５９５番１

２ 申請人の住所氏名

宇摩郡土居町大字北野８１番地４

有限会社加地不動産

代表取締役 加地 義和

３ 図面省略

�愛媛県訓令第４号
土 木 部

地 方 局

愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部を改正する訓令

を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部を改正する

訓令

愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛県訓令

第３５号）の一部を次のように改正する。

様式第６号中

工 事

設計番号 工 事 名 施 工 箇 所 工事日数 保証年数

第 号 工事
市 町

大字 地内
郡 村

年

「

」

を

設 計 番 号 第 号

工 事 名 工事

工事 施 工 箇 所 市 町 大字 地内郡 村

工 事 日 数

保 証 年 数 年

「

」

に改め、

現場説明日時及び

集合場所

「

」

を削り、

地方局において閲覧した設計図書は、入札日の前日までに当課あて

返送してください。

「
を

」

「
に改める。

」

様式第７号（その１）注を削る。

様式第８号を次のように改める。

�愛媛県告示第８００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月６番２から

同町樫月６８番１地先まで

旧 ８．４～３６．１ ０．１８５

新 １０．３～８５．０ ０．１６３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月６番２から

同町樫月６８番１地先まで
平成１５年３月２８日

訓 令

�������
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様式第８号（第７条関係） 入札執行表

第 号 工事請負入札執行表 執行担当者 立会者

決 裁 通 達 年 月 日 第 号 着工年月日
完成年月日

年 月 日
年 月 日

施 行 箇 所 郡 町 大学市 村 落 札 金 額 ￥

入 札 日 時 年 月 日 時 分 採 用 金 額 ￥

設 計 金 額
（ 税 抜 き ）

￥
（ ￥ ） 内 支 給 材 料 費 ￥ 契約減少金 定額戻入 ￥

入札に付すべき
金 額 ￥ 予 定 価 格

（ 税 抜 き ）
￥
（￥ ） 契約書提出 入札日より 日目 年 月 日

第 １ 回
入 札 金 額

第３番
札まで
の区分

第 ２ 回
入 札 金 額

第３番
札まで
の区分

第 １ 回
見 積 金 額

第３番
札まで
の区分

第 ２ 回
見 積 金 額

第３番
札まで
の区分

入 札
保証金

同左還
付領収
証印

入 札 人

住 所 商号、名称又は氏名 コード
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附 則

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第６号
警備業法施行細則を次のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

警備業法施行細則

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 警備業（第２条―第５条）

第３章 警備業務実施上の義務（第６条）

第４章 教育等（第７条―第１２条）

第５章 機械警備業（第１３条―第１５条）

第６章 監督（第１６条―第２０条）

第７章 雑則（第２１条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、警備業法施行令（昭和５７年政令第３０８

号）、警備業法施行規則（昭和５８年総理府令第１号。以下

「施行規則」という。）、警備員指導教育責任者及び機械

警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和５８年国家

公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）及び

警備員等の検定に関する規則（昭和６１年国家公安委員会規

則第５号。以下「検定規則」という。）に定めるもののほ

か、警備業法（昭和４７年法律第１０７号。以下「法」という

。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第２章 警備業

（不認定通知書の様式）

第２条 施行規則第６条に規定する通知書の様式は、不認定

通知書（様式第１号）のとおりとする。

（認定証の不更新通知書の様式）

第３条 施行規則第１０条に規定する通知書の様式は、認定証

不更新通知書（様式第２号）のとおりとする。

（認定の取消しの手続）

第４条 法第４条の５の規定による認定の取消しは、認定取

消通知書（様式第３号）を交付して行うものとする。

（認定証返納届出書の様式）

第５条 法第６条の２第３項に規定する届出書の様式は、認

定証返納届出書（様式第４号）のとおりとする。

第３章 警備業務実施上の義務

（護身用具の携帯の禁止及び制限）

第６条 法第１０条第１項の規定により携帯を禁止する護身用

具は、次に掲げるものとする。

� 金属製の楯

� 鉄棒その他人の身体に重大な害を加えるおそれのある

もの。ただし、警戒棒（長さ６０センチメートル以下、直

径３センチメートル以下及び重さ３２０グラム以下の円棒

をいう。以下同じ。）、警戒杖（長さ９０センチメートル

超１３０センチメートル以下の円棒（白樫若しくはこれよ

り硬度の低い木材若しくは強化プラスチックを主たる材

質とする直径２．８センチメートル以下のもの又はアルミ

合金を主たる材質とする先筒部分の直径２．８センチメー

ト以下及び厚さ０．２センチメートル以下の２段式若しく

は３段式のものに限る。）をいう。以下同じ。）及び非

金属製の楯（縦５０センチメートル以下、横３０センチメー

トル以下及び厚さ１．８センチメートル以下のもの（楯の

正面の像が長辺５０センチメートル及び短辺３０センチメー

トルの長方形の内部におさまるものであって、厚さ１．８

センチメートル以下のものを含む。）に限る。以下同じ

。）を除く。

２ 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を

用いて警備業務を行う場合においては、警戒棒及び警戒杖

を携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場に

おいて警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するとき

は、この限りでない。

３ 警備業者及び警備員は、前項に定める場合のほか、次に

掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警

戒杖を携帯してはならない。

� 警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務（指令

業務を除く。）

� 検定規則第１条第１項に規定する常駐警備業務（警察

官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるもの

において行われるものに限る。）

ア 空港

イ 原子力発電所その他の原子力関係施設

ウ 政府関係施設

エ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所そ

の他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施

設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、空港その他

の交通の安全の確保のための業務が行われている施設

その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設

に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に

著しい支障が生じるおそれのあるもの

オ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その

他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ

行為が行われた場合に当該施設又は当該施設の周辺の

人の生命又は身体に著しい支障が生じるおそれのある

もの

� 検定規則第１条第１項に規定する核燃料物質等運搬警

備業務及び貴重品運搬警備業務

４ 警備業者及び警備員は、次に掲げる警備業務以外の警備

業務を行う場合においては、非金属製の楯を携帯してはな

らない。

� 前項第１号から第３号までに掲げる警備業務

� 前号に掲げるもののほか、検定規則第１条第１項に規

定する常駐警備業務（深夜（午前零時から日の出までを

いう。）において行われるものに限る。）

第４章 教育等

（検定申請書に添付する書面の様式等）

第７条 検定規則第６条第３項第２号に掲げる書面の様式は

、警備員所属証明書（様式第５号）のとおりとする。

２ 検定規則第５条第３号イに掲げる者に係る検定規則第６

公安委員会規則
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条第３項第４号に掲げる書面の様式は、警備業務従事証明

書（様式第６号）のとおりとし、当該証明書には、２級の

検定に係る合格証の写しを添えるものとする。

（検定の合格の取消しの手続）

第８条 検定規則第１１条第１項の規定による合格の取消しは

、検定合格取消通知書（様式第７号）を交付して行うもの

とする。

（公示事項）

第９条 講習規則第１条第２号（講習規則第８条において準

用する場合を含む。）に掲げる事項は、次のとおりとする

。

� 受講の申込みの期限

� 受講申込書の提出先及び提出の方法

� 受講の申込みに必要な書類等

� 手数料の納入時期及び納入方法

２ 講習規則第１条第３号（講習規則第８条において準用す

る場合を含む。）に掲げる事項は、次のとおりとする。

� 講習規則第１条の２各号に掲げる受講対象者（指導教

育責任者に限る。）

� 講習の実施を委託した場合にあっては、受託法人の名

称及び住所並びに代表者の氏名

� その他講習の実施に関し必要な事項

３ 検定規則第４条に掲げる事項は、次のとおりとする。

� 検定申請書の提出方法

� 検定手数料の納入時期及び納入方法

� 検定申請の締切日

� 定員

� 受験票の交付方法

（受講申込書の添付書類）

第１０条 講習規則第２条第２項に規定する書面は、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面

とする。

� 講習規則第１条の２第１号に掲げる者 警備業務従事

証明書及び履歴書

� 講習規則第１条の２第２号に掲げる者 １級の検定に

係る合格証の写し

� 講習規則第１条の２第３号に掲げる者 ２級の検定に

係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

２ 前項第１号又は第３号に掲げる者について、警備業務従

事証明書を提出することができないことについてやむを得

ない事情がある場合には、当該事情を疎明した上でこれら

の者のいずれかに該当することを誓約する誓約書（様式第

８号）及び履歴書を警備業務従事証明書に代えて提出させ

るものとする。

（指導教育責任者資格者証の不交付の通知）

第１１条 法第１１条の３第３項の規定により警備員指導教育責

任者資格者証の交付を行わないときは、資格者証不交付通

知書（様式第９号）により通知するものとする。

（資格者証返納命令書の様式）

第１２条 施行規則第３２条第１項に規定する返納命令書の様式

は、資格者証返納命令書（様式第１０号）のとおりとする。

第５章 機械警備業

（準用規定）

第１３条 第１１条の規定は機械警備業務管理者資格者証の不交

付の通知について、前条の規定は機械警備業務管理者資格

者証の返納の命令について準用する。

（即応体制の整備の基準）

第１４条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発

生に関する情報（へき地等に所在し、かつ、基地局におい

て盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣

に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措

置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対

象施設に係るものを除く。）を受信した場合に、その受信

の時から２５分以内（別表に定める区域内に所在する警備業

務対象施設にあっては、３０分以内）に当該現場に警備員を

到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その

他の装備を配置しておかなければならない。

（努力義務）

第１５条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発

生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場

に到着させるのに要する時間を短縮し、及び車両その他の

装備を充実するように努めなければならない。

第６章 監督

（身分を示す証明書）

第１６条 法第１３条第２項に規定する身分を示す証明書は、立

入証（様式第１１号）又は警察手帳規則（昭和２９年国家公安

委員会規則第４号）に規定する警察手帳とする。

（指示の手続）

第１７条 法第１４条の規定による指示は、指示書（様式第１２号

）を交付して行うものとする。

（営業の停止等の手続）

第１８条 法第１５条第１項の規定による警備業務に係る営業の

全部又は一部の停止の命令は、営業停止命令書（様式第１３

号）を交付して行うものとする。

２ 法第１５条第２項の規定による営業の廃止の命令は、営業

廃止命令書（様式第１４号）を交付して行うものとする。

（営業停止命令の公表）

第１９条 前条第１項の規定による営業の停止の命令を行った

場合又は他の公安委員会が行った営業の停止の命令につい

て通知を受けた場合は、被処分者、処分の年月日、処分の

内容及び処分を行った公安委員会を公表するものとする。

（指定医の指定）

第２０条 法第１６条の２の規定による診断を行う医師の指定は

、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第１８条第１項の規定により精神保健指定医に

指定された医師のうちから行うものとする。

２ 公安委員会は、前項の医師を指定したときは、公示する

ものとする。

第７章 雑則

（補則）

第２１条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要

な細目は、警察本部長が定める。

附 則

１ この規則は、平成１５年３月３１日から施行する。

２ 次に掲げる規則は、廃止する。

� 警備業法第１０条第１項の規定に基づく護身用具の携帯
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の禁止及び制限に関する規則（昭和４７年愛媛県公安委員

会規則第６号）

� 機械警備業者の即応体制の基準等に関する規則（昭和

５８年愛媛県公安委員会規則第２号）

別表（第１４条関係）

１ 宇摩郡のうち新宮村、別子山村の区域

２ 越智郡のうち朝倉村、玉川町、魚島村、弓削町、生名

村、岩城村、関前村の区域

３ 温泉郡のうち中島町の区域

４ 上浮穴郡のうち面河村、美川村、柳谷村、小田町の区

域

５ 伊予郡のうち広田村、中山町、双海町の区域

６ 喜多郡のうち五十崎町、肱川町、河辺村の区域

７ 西宇和郡のうち瀬戸町、三崎町の区域

８ 東宇和郡のうち明浜町、城川町の区域

９ 北宇和郡のうち松野町、日吉村の区域

１０ 南宇和郡のうち内海村、一本松町、西海町の区域
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様式第１号（第２条関係）

公委 第 号
年 月 日

不 認 定 通 知 書

殿

愛媛県公安委員会 �

年 月 日付けで申請のあった警備業の認定については、次の理由により認

定をしないので、警備業法第４条の２第３項の規定により通知する。

氏名又は名称

住 所

認定をしない理由
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様式第２号（第３条関係）

公委 第 号
年 月 日

認 定 証 不 更 新 通 知 書

殿

愛媛県公安委員会 �

年 月 日付けで申請のあった認定証の有効期限の更新については、次の理

由により認定証の有効期限の更新をしないので、警備業法第４条の４第３項の規定

により通知する。

氏名又は名称

住 所

更新をしない理由

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５２



様式第３号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

認 定 取 消 通 知 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備業法第４条の５の規定により、次のとおり認定を取り消したので通知する。

氏名又は名称

住 所

代表者の氏名

認定証を交付した公安委員会の名称 公安委員会

認定年月日 認定証の番号

認定を取り消した理由

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５３



様式第４号（第５条関係）

※受理年月日 年 月 日

※ 受 理 番 号

認 定 証 返 納 届 出 書

警備業法第６条の２第３項の規定により届出をします。

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

�

氏 名 又 は 名 称

主 た る

営 業 所

名 称

所 在 地

そ の 他 の

営 業 所

名 称

所 在 地

認定証を交付した公安委員会の名称 公安委員会 認定証の番号

認定証返納事由の

発 生 年 月 日
年 月 日

認定証を返納する

こととなった事由

注１ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ ※印の欄には、記入しないこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５４



様式第５号（第７条関係）

警 備 員 所 属 証 明 書

住所

氏名

生年月日 年 月 日

上記の者が、 年 月 日現在、警備員とし下記の営業所に所属していること

に、間違いありません。

記

営業所の名称

営業所の所在地

年 月 日

住所又は主たる営業所の所在地

氏名又は名称及び代表者の氏名

�

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５５



様式第６号（第７条、第１０条関係）

警 備 業 務 従 事 証 明 書

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日

年 月 日から 年 月 日までの間（ 年 月間）

上記の者が、

年 月 日から現在の間まで（ 年 月間）

従事していた

を内容とする警備業務に ことに、間違いありません。

従事している

年 月 日

住所又は主たる営業所の所在地

氏名又は名称及び代表者の氏名

�
認定証を交付した公安委員会の名称

公安委員会

認定証の番号

第 号

注１ 不要の文字は抹消すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５６



様式第７号（第８条関係）

公委 第 号
年 月 日

検 定 合 格 取 消 通 知 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備員等の検定に関する規則第１１条第１項の規定により、次のとおり合格を取り
消したので通知する。

氏 名 生 年 月 日

本 籍

交付年月日 合格証番号 号

合格を取り消した理由

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５７



様式第８号（第１０条関係）

誓 約 書

私は、次の理由で「警備業務従事証明書」の発行を受けられませんでしたが、別

添の履歴書記載のとおり、

□ 最近５年間に警備業務に従事していた期間が通算して３年以上である者

□ ２級の検定に合格した後、継続して１年以上警備業務に従事している警備員

であり、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

第１条の２で定められている受講要件を充足していることを誓約します。

理由 □ 所属していた警備業者（ ）が、既に廃業している。

□ 次の事情による。

年 月 日

住 所

氏 名 �

生年月日 年 月 日

注１ □は、該当する場合に、レ印を付すること。

２ ２級の検定に合格している者については、合格証の写しも提出すること。

３ 誓約者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５８



様式第９号（第１１条、第１３条関係）

公委 第 号

年 月 日

資 格 者 証 不 交 付 通 知 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備員指導教育責任者資格者証

年 月 日付けで申請のあった について

機械警備業務管理者資格者証

は、交付しないので通知する。

氏 名

本 籍

生年月日

交付しない理由

注 不要の文字は抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３５９



様式第１０号（第１２条、第１３条関係）

公委 第 号

年 月 日

資 格 者 証 返 納 命 令 書

殿

愛媛県公安委員会 �

第１１条の３第６項

警備業法 の

第１１条の６第３項において準用する同法第１１条の３第６項

規定により、 公安委員会第 号 年 月 日交付の

警備員指導教育責任者資格者証

の返納を命ずる。

機械警備業務管理者資格者証

氏 名

本 籍

生年月日

返納を命ずる理由

注 不要の文字は抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６０



様式第１１号（第１６条関係）

（表）

公委 第 号

立 入 証

官 職

氏 名

５．４�

写 真

押出し

スタンプ

上記の者は、警備業法第１３条第２項の規定による立入検査に従

事する警察職員であることを証明する。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

８．６�

（裏）

警 備 業 法 （ 抜 粋 ）

第１３条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、

警備業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求

め、又は警察職員にその営業所、基地局若しくは待機所に立ち

入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に

質問させることができる。

２ 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６１



様式第１２号（第１７条関係）

公委 第 号

年 月 日

指 示 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備業法第１４条の規定により、次のとおり指示する。

氏名又は名称

住 所

代表者の氏名

処 分 の 理 由

この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６０日以内に、愛媛県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

注 「処分の理由」の欄には、違反条項、事案の概要等を記載すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６２



様式第１３号（第１８条関係）

公委 第 号

年 月 日

営 業 停 止 命 令 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備業法第１５条第１項の規定により、次のとおり営業の停止を命ずる。

氏名又は名称

住 所

代表者の氏名

営業停止の範囲

営業停止の期間
年 月 日から

（ 日間 ）
年 月 日まで

処 分 の 理 由

注 「処分の理由」の欄には、違反条項、事案の概要等を記載すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６３



様式第１４号（第１８条関係）

公委 第 号

年 月 日

営 業 廃 止 命 令 書

殿

愛媛県公安委員会 �

警備業法第１５条第２項の規定により、次のとおり営業の廃止を命ずる。

氏名又は名称

住 所

代表者の氏名

処 分 の 理 由

注 「処分の理由」の欄には、違反条項、事案の概要等を記載すること。

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６４



�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。

別表の１の表６の項用途の欄中第３号を第４号とし、第２

号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

２ 警備業者の営業所等の立入りに係る立入証の作成用

別表の１の表６の項用途の欄に次の１号を加える。

５ 古物商の営業所等の立入りに係る身分証明書の作成用

別表の１の表１０の項用途の欄中第８号を第１０号とし、第３

号から第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号を第３号とし

、同号の次に次の１号を加える。

４ 古物商の営業所等の立入りに係る身分証明書作成プレ

ス用

別表の１の表１０の項用途の欄第１号の次に次の１号を加え

る。

２ 警備業者の営業所等の立入りに係る立入証作成プレス

用

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、別

表の１の表６の項用途の欄中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に１号を加える改正規定及び別表の

１の表１０の項用途の欄第１号の次に１号を加える改正規定は

、同年３月３１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１５年３月２８日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表１警備業法（昭和４７年法律第１１７号）の項専決事項の

欄中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号と

し、同表機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規

則（昭和５８年愛媛県公安委員会規則第２号）の項を次のよう

に改める。

警備業法施行
規則（昭和５８
年総理府令第
１号）

１ 第４条第２項の規定による医師の診
断を受けることの要求

２ 第４２条第２項の規定による医師の診
断を受けることの要求

警備業法施行
細則（平成１５
年愛媛県公安
委員会規則第
６号）

１ 第１４条の規定による警備業務対象施
設の認定

別表２の１の�の表警備業法施行規則（昭和５８年総理府令
第１号）の項法令の欄中「（昭和５８年総理府令第１号）」を

削り、同表警備員等の検定に関する規則（昭和６１年国家公安

委員会規則第５号）の項専決事項の欄に次の１号を加える。

２ 第１１条第１項の規定による検定合格の取消し

別表２の２の�の表警備業法の項専決事項の欄中第２号を
第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加

える。

１ 第６条第２項の規定による変更届出事項に係る他の公

安委員会への通知及び他の公安委員会からの通知の受理

別表２の２の�の表警備業法の項専決事項の欄に次の１号
を加える。

４ 第１３条第１項の規定による報告及び立入検査（警察本

部に勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

別表２の２の�の表警備員指導教育責任者及び機械警備業
務管理者に係る講習等に関する規則（昭和５８年国家公安委員

会規則第２号）の項専決事項の欄中第１号を削り、第２号を

第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第

５号を削り、第６号を第４号とし、同項の次に次のように加

える。

警備員等の検
定に関する規
則

１ 第６条第１項の規定による検定申請
書の受理

２ 第７条の規定による受験票の交付
３ 第８条の規定による合格証の交付
４ 第１１条第２項の規定による返納され
た合格証の受理

別表３警備業法の項専決事項の欄中第１４号を第１６号とし、

第５号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第４号を第５号

とし、同号の次に次の１号を加える。

６ 第６条第４項の規定による変更の届出書の受理

別表３警備業法の項専決事項の欄第３号中「廃止等」を「

変更」に改め、同号を同項同欄第４号とし、同号の前に次の

１号を加える。

３ 第５条の２第１項の規定による廃止の届出書の受理

別表３警備業法施行規則の項専決事項の欄中第１号を第２

号とし、同号の前に次の１号を加える。

１ 第３１条第１項後段の規定による資料の提示又は提出要

求（第４２条第１項において準用する場合を含む。）

別表３警備員等の検定に関する規則の項専決事項の欄第１

号中「合格証の」の下に「再交付申請書の受理及び」を加え

、同項同欄第２号中「合格証の」の下に「書換え申請書の受

理及び」を加える。

附 則

この訓令は、平成１５年３月３１日から施行する。

�愛媛海区漁業調整委員会指示第５７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基

づき、愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結

んだ直線以南の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網

漁業及びさごし、めじか流し網漁業について、次のとおり指

示する。

公安委員会訓令

雑 報

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号

３６５



平成１５年３月２８日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日

までの間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から

９月３０日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成１５年４月１日から平成１６年

３月３１日までとする。

附 則

この委員会指示は、平成１５年４月１日から施行する。

����
�愛媛海区漁業調整委員会指示第５８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基

づき、次のとおり指示する。

平成１５年３月２８日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線

以南の愛媛県海域をいう。）におけるまき網漁業及び浮敷

網漁業は、区画漁業権漁場区域内に設置されている養殖筏

及び生簀並びに第２種共同漁業権漁場区域内に設置されて

いる小型定置網（垣網部及び身網部）から１００メートル以

内の海面では操業してはならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成１５年４月１日から平成１８年

３月３１日までとする。

�正 誤

平成１５年３月１４日付け第１４３９号愛媛県公安委員会規則第４

号（愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則）中

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

２５２ 右欄下から１６
行目 第９条の３第２号 第９条の３第２項

平成１５年３月２８日 印刷
平成１５年３月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３６６

愛 媛 県 報平成１５年３月２８日 第１４４３号


